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年金数理（問題） 

 

この年金数理の問題において特に説明がない限り、次のとおりとする。 

・ 「被保険者」とは、在職中の者をいう。 

・ 「年金受給権者」とは、年金受給中の者および受給待期中の者をいう。 

・ 「加入年齢方式」とは、「特定年齢方式」のことをいう。 

・ 「責任準備金」とは、給付現価から標準保険料収入現価を控除した額をいう。 

・ 「未積立債務」とは、責任準備金から積立金を控除した額をいう。 

・ 「Trowbridge モデルの年金制度」とは、定年退職者のみに対し、定年退職時より単位年金額の終

身年金を年１回期初に支払う年金制度をいい、保険料の払い込みは年１回期初払いとする。なお、

「Trowbridge モデルの年金制度」は必ずしも定常人口を仮定するものではない。 

 

次の（１）～（８）について、各問の指示に従い解答用紙の所定の欄にマークしなさい。 

各５点（計４０点）

 

（１）生存脱退と死亡脱退を脱退事由とする二重脱退残存表を考える。二重脱退残存表における記号

を次のように定義する。

：死亡脱退数、 ：生存脱退率、 ：死亡脱退率 

 このとき、 は常に 、 は 、 に対して が一定になるとき、この二重脱退

残存表の最終年齢（残存者数が初めてゼロとなる年齢）に最も近いものを選択肢の中から１つ選

びなさい。なお、必要であれば次の諸数値を使用しなさい。

 

＜諸数値＞

 歳  歳  歳  歳  歳 

 歳  歳  歳  歳  歳 
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（２）人員構成の異なる年金制度 A および年金制度 B はそれぞれ定常人口に達しており、期初に 歳

である被保険者の中途退職による脱退率（加入中の死亡を含む）はそれぞれ次のとおりである。

年金制度 A： …

年金制度 B： …

年金制度 A の被保険者数が年金制度 B の被保険者数の 2 倍である場合、「年金制度 A の新規加入者数

÷年金制度 B の新規加入者数」の値として最も近いものを選択肢の中から 1 つ選びなさい。なお、計

算の前提を次のとおりとする。

＜計算の前提＞

・年金制度 A および年金制度 B ともに加入年齢は 20 歳、定年年齢は 60 歳

・新規加入は期初に発生し、被保険者数の測定時期は期初の新規加入の直後とする

・定年退職による脱退は年 1 回期末、中途退職による脱退は年 1 回期央に発生する

・期初に 59 歳の被保険者は、期央の中途退職と期末の定年年齢到達により脱退する

2.30   2.32   2.34   2.36   2.38 
2.40   2.42   2.44   2.46   2.48
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（３）Trowbridge モデルの年金制度で定常状態のとき、各種財政方式の保険料と給付現価の関係を表

す次の から までの算式から誤っているものを全て選びなさい。 

なお、誤っているものがない場合は をマークしなさい。また、各記号の意味は次のとおりとする。 

 ：制度全体の給付現価、 ：年金受給権者の給付現価、 ：在職中の被保険者の給付現価、 

 ：在職中の被保険者の過去の加入期間に対応する給付現価、 

 ：在職中の被保険者の将来の加入期間に対応する給付現価、 

 ：将来加入が見込まれる被保険者の給付現価 

 ：賦課方式の保険料、 ：退職時年金現価積立方式の保険料、 ：単位積立方式の保険料、 

 ：加入時積立方式の保険料 

 ：予定利率、  、  
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（４） 年度末時点で定常状態に達している保険料および給付が年 1 回期初払いの年金制度において、

＋1 年度から ＋ 年度まで積立金の運用利回りが予定利率 を上回り となった。その結果、   

＋ 年度末の積立金が定常状態における積立金の 倍以上になったとする。このとき、   

が満たす条件として最も適切なものを選択肢の中から 1 つ選びなさい。ただし、自然対数の底は省

略して表記している。

  

 

  

  

  

 

 

（５）Trowbridge モデルの年金制度において、制度発足時点の状態を考える。到達年齢方式による標

準保険料率を 、加入年齢方式による標準保険料率を 、開放基金方式による標準保険料率を

、在職中の被保険者の人数現価を 、将来加入が見込まれる被保険者の人数現価を とす

る。 が成り立つとき、 を表す式として最も適切なものを選択肢

の中から１つ選びなさい。なお、 とする。 
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（６）第 年度期初に発足した年金制度がある。第 年度期初の未積立債務を償却するため、特別保険料

を年 回期初払いで 年元利均等償却により設定した。第 年度期末までは計算基礎率どおりに推

移した。その後、第 年度期末に予定利率を引き下げたところ、未償却分（ の 年間の収入現価（予

定利率引下げ後の予定利率により算定））を含む未積立債務が第 年度期初の未積立債務の 倍にな

った。第 年度より、未償却分の償却については引き続き を払い込むことにより行い、未償却分を

除く未積立債務の償却については次の条件を満たすように設定した を払い込むことにより行う。

これにより、 に相当する特別保険料に変更したところ、 は第 年度期初の未積立債務の 

    （ 単位で小数点以下第 位を四捨五入）となった。このとき、 、 にそれぞれ当て

はまる数字を解答欄にマークしなさい。計算結果が 未満となった場合は、 に をマークしなさ

い。 

 

:予定利率引下げ後の未積立債務から未償却分を控除した額を、年 回期初払いで 年元利均等償

却により設定した特別保険料 

 

   ＜年 回期初払い 年確定年金現価率＞ 

予定利率引下げ前の 

年確定年金現価率 

予定利率引下げ後の 

年確定年金現価率 
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（７）期初時点で 歳以上の中途退職者および定年退職者に対して「加入年数 」の一時金を支給

する定常状態の定額制の制度について、定年退職者に対する給付を一時金から年金に変更することに

した。制度変更後に定常状態に達したときの被保険者 1 人あたりの保険料と制度変更前の被保険者 1

人あたりの保険料が等しくなる年金額 に最も近いものを選択肢の中から 1 つ選びなさい。なお、計

算の前提および制度変更内容を次のとおりとする。 

 

＜計算の前提＞ 

・予定利率は  

・加入年齢は 歳（新規加入者数 人）、定年年齢は 歳 

・予定脱退率は （脱退には加入中の死亡を含む） 

・加入時期は年 1回期初、定年退職による脱退は年 1 回期末、中途退職による脱退は年 1回期央に発

生する 

・期初に 歳の被保険者は、期央の中途退職と期末の定年年齢到達により脱退する 

・給付の支払いは脱退と同時に発生する 

・中途退職時の給付額の算定において、加入年数は年未満切り捨てとする 

・保険料は年 1 回期初払い（新規加入 保険料払込の順で発生）、中途退職による給付は年 1 回期央

払い、定年年齢到達による給付は年 1 回期末払いとする 

・毎年、保険料および保険料の予定利率による利息を合算した額と給付額が収支相等するものとする

（計算基礎率どおり推移し、毎期末の積立金が０となるものとする） 

 

＜制度変更内容＞ 

・期末の生存を条件に年金額 を期末に支給する（期初に 歳の被保険者は、期央の中途退職を除き、

期末の定年年齢到達と同時に年金額 が支給される） 

なお、定年年齢以降の予定死亡率は  、死亡は年 1 回期央に発生するものとする 
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（８）中途退職者および定年退職者に対して「加入年数×脱退時の給与」の一時金を支給する制度を発

足する。次の計算の前提およびファクラーの公式を用いて計算される制度全体の第２年度末の責任準

備金の額として最も近いものを選択肢の中から１つ選びなさい。 

 

＜計算の前提＞ 

・新規加入および保険料の払い込みは年 1回期初に発生し、その順は「新規加入 保険料の払い込み」

とする 

・脱退（加入中の死亡は発生しない）および昇給は年１回期末に発生し、その順は「脱退 昇給」と

する 

・加入年齢は 歳、定年年齢は 歳 

・第１年度の新規加入者は 人（１人あたりの給与は一律 円）、第２年度の新規加入者は

人（１人あたりの給与は一律 円） 

・各計算基礎率は次のとおりであり、発足から第２年度末までは計算基礎率どおり推移するものとす

る 

年齢 生存者数 給与指数

歳   

歳   

歳   

歳   

歳   

 

・予定利率は  

・財政方式は加入年齢方式を採用し、給与 に対する標準保険料率は となった 

 

 千円  千円  千円  千円  千円 

 千円  千円  千円  千円  千円 
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次の（１）～（４）について、各問の指示に従い解答用紙の所定の欄にマークしなさい。 

各７点（計２８点） 

 

（１）次の空欄 から までのそれぞれに当てはまる数字を解答欄にマークしなさい。 

 

① 歳支給開始、年金額 を支給する連続払終身年金（年金制度 ）がある。利力 、死力

のとき、 歳における年金現価は  .      となる。なお、年金現価は小数点以下第

位を四捨五入して求めなさい。 

 

② 歳支給開始、年金額 を支給する連続払の 年確定年金があり、 歳における年金現価が年金制

度 の 歳における年金現価（小数点以下第 位を四捨五入する前）と一致した。 は 歳の平均

余命であり、 と は①と同じ値とするとき、 は    .      となる。なお、 は小

数点以下第 位を四捨五入して求めなさい。また、必要であれば次の諸数値を使用しなさい。 

 

＜諸数値＞ 

、 、 、 、 、  
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（２）ある年金制度は定常状態に達しており、 年度末の積立金は である。保険料 および給付 は

ともに年 1 回期初に支払っており、給付 は保険料 の 2 倍である。予定利率を 2.0％とするとき、

次の①～③について、空欄 から までのそれぞれに当てはまる数字を解答欄にマークしなさい。な

お、①および③は既約分数とし、②は小数点以下第 2 位を四捨五入して求めなさい。また、②および

③について、保険料の収入現価および給付現価には将来加入が見込まれる被保険者に係る保険料の収

入現価および給付現価を含むものとする。

① を用いて を分数で表すと、 となる。

② ＋ 年度から 年度までの各年度において積立金の運用利回りが予定利率を上回ったため、 年

度末時点で積立金と保険料の収入現価の合計が給付現価の 1.2 倍となった。 年度末時点の積立金

は の 倍である。なお、 ＋ 年度から 年度まで積立金の運用利回りが予定利率を上

回ること以外は計算基礎率どおり推移したものとし、その間、保険料および給付の見直しは行わな

かった。

③ ＋ 年度末以降の毎年度末においては、以下の条件を満たすように翌年度以降の給付の見直しを

行うものとする。

＜条件＞

年度末時点の積立金と保険料の収入現価の合計が給付現価の 1.2 倍と等しくなるように翌年度以

降の給付を一律改善する。

＋ 年度以降、保険料の見直しは行わず年金財政が計算基礎率どおり推移する（積立金の運用利

回りも予定利率と等しい）場合の ＋ 年度の給付は ・ となる。
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（３）中途退職者（加入中に死亡した者を含む）には「加入年数 」の一時金額を脱退時に支給し、定

年退職者には脱退した年度の翌年度の期初から年金額 の 年保証期間付終身年金を支給する年金

制度を考える。このとき、次の①、②の各問に答えなさい。なお、計算の前提は次のとおりとし、

計算の際には、次の年 回期初払い確定年金現価率および基数表の数値を用いなさい。 

 

＜計算の前提＞ 

・加入年齢は 歳、定年年齢は 歳 

・財政方式は加入年齢方式を採用 

・新規加入、保険料の払い込みは年 回期初に発生し、その順は「新規加入 保険料の払い込み」と

する 

・保険料の払い込みは 歳から(定年年齢) 歳まで発生する 

・年金給付は年 回期初払い 

・中途退職（加入中の死亡を含む）による脱退は年 回期央、定年退職による脱退は年 回期末に発

生する 

・期初に(定年年齢) 歳の被保険者は、期央の中途退職（加入中の死亡を含む）と期末の定年年齢

到達により脱退する 

  ・中途退職（加入中の死亡を含む）の給付額の算定において、加入年数は年未満切り上げとする 

・予定利率は  

 

＜年 回期初払い確定年金現価率＞ 

  

  

  

  

 

＜基数表＞ 

      

      

       

       

       

       

       

       

（注）本問の制度は、定年退職者のみに年金の受給権を与える制度であるため、脱退残存表に基づく基

数と生命表に基づく基数を同一の基数表に収めている。
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① この年金制度の標準保険料率として最も近いものを選択肢の中から つ選びなさい。 

 

     

     

② 定年年齢を 歳から 歳に引き上げ、定年退職者に支給する終身年金の保証期間を 年とする

制度変更を行った。加えて、中途退職（加入中の死亡を含む）時の一時金額を一律 倍し、定年退

職者の年金額を保証期間中のみ （保証期間後の年金額は ）とする制度変更も同時に行った。

その他の前提は①と同じとし、基数表も同じであるとする。 

制度変更後の標準保険料率が①の解答として選択肢の中から選んだ率の 倍になった場合、

の値として最も近いものを選択肢の中から つ選びなさい。 
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（４）開放基金方式によって財政運営を行っている年金制度を考える。財政状況に関する諸数値は次

のとおりとし、特別保険料率の設定はないものとするとき、次の①～③の各問に答えなさい。 

 

＜財政状況に関する諸数値＞ 

年金受給権者の給付現価

在職中の被保険者の将来の加入期間に対応する給付現価

在職中の被保険者の過去の加入期間に対応する給付現価

将来加入が見込まれる被保険者の給付現価

在職中の被保険者の給与現価

将来加入が見込まれる被保険者の給与現価

積立金

① 当該年金制度の標準保険料率は となる。

空欄 から までのそれぞれに当てはまる数字を解答欄にマークしなさい。

なお、端数処理については、小数点以下第６位を四捨五入して算定しなさい。 

② 年金制度上の剰余金があるため、次の選択肢のどちらかを実施することを検討している。 

 

選択肢Ⅰ：財政方式を加入年齢方式に見直し、財政方式見直し前における剰余金は将来の不足金

発生時のための準備金として温存する。

選択肢Ⅱ：財政方式を加入年齢方式に見直し、財政方式見直し前における剰余金の は将来の

不足金発生時のための準備金として温存する。また、将来加入が見込まれる被保険者お

よび在職中の被保険者の給付を一律 （以下「給付改善率」という。） 改善する。

選択肢Ⅰを実施した場合、標準保険料率と特別保険料率（存在する場合）の合計は、選択肢Ⅰ実

施前の標準保険料率の 増となる。一方で、選択肢Ⅱを実施した場合、標準保険料率と特別保

険料率（存在する場合）の合計は、選択肢Ⅱ実施前の標準保険料率の 増となる。

なお、特別保険料率は選択肢Ⅰ・Ⅱともに償却年数の等しい元利均等償却方式によって算定（年

回期末払い 年確定年金現価率を用いて算定）するものとする。

選択肢Ⅰを実施した場合における、責任準備金は となる。空欄 から ま

でのそれぞれに当てはまる数字を解答欄にマークしなさい。計算結果が 以上 未満となっ

た場合は に をマークしなさい。計算結果が 以上 未満となった場合は および に

をマークしなさい。計算結果が 未満となった場合は 、 および に をマークしなさ

い。なお、端数処理については、小数点以下第１位を四捨五入して算定しなさい。 
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③ 選択肢Ⅱを実施した場合における給付改善率 は となる。なお、端数処理につ

いては、％単位で小数点以下第２位を四捨五入して算定し、計算結果が ％未満となった場合は

に をマークしなさい。 
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定常人口にある Trowbridge モデルの年金制度において、財政方式として閉鎖型総合保険料方

式を採用した場合の積立金の推移について考察する。各記号の意味は次のとおりとする。 

：年金受給権者の給付現価、 ：在職中の被保険者の給付現価、 

：将来加入が見込まれる被保険者の給付現価 

 

：在職中の被保険者の人数現価、 ：将来加入が見込まれる被保険者の人数現価 

：第 年度における被保険者 1 人あたりの保険料、 ：第 年度における保険料

：第 年度期初における積立金、 ：給付額、 ：被保険者数、 ：予定利率 

このとき、次の①～⑳に当てはまる最も適切なものをそれぞれの選択肢の中から１つ選び、解答用

紙の所定の欄にマークしなさい。ただし、⑦と⑨の解答は順不同とする。なお、解答にあたり同じ選

択肢を複数回選択してもよい。（１６点）

 ①  ② 

 ③ 

 ④ 

であり、

 ⑤ 

 ⑥ 

 ⑦ 

 ⑧ 
 ⑨ 

となる。

次に数列 が のときに収束することを示すため、

 ⑤ 

 ⑥ 

であることを証明する。

いま、  、 とおくと、  ④  ⑩ なので、

 ⑤ 

 ⑥ 

 ⑪ 

 ⑥ 

一方、 ⑤  ⑥ なので、 が証明され、数列 が のときに収束することが示された。

この極限値を とするとき、 において両辺 とすれば、

 ⑤ 

 ⑥ 

 ⑦ 

 ⑧ 
 ⑨ 
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となり、これを について解くと、  ⑫ なので、

 ⑬ 
 ⑭ 

 ⑮ 
 ⑯ 

となり、
 ⑭ 

 ⑮ 
は、 ⑰ における標準保険料率と一致するため、 は ⑰ における定常状態の積

立金と一致することとなる。

 

次に を計算すると、

 ⑤ 

 ⑥ 

となり、

 ⑱  ⑲ 
 ⑤ 

 ⑥ 

したがって

 ⑱  ⑲ 
 ⑤ 

 ⑥ 

 ⑤ 

 ⑥ 

となり、以上より数列 は、 ⑱  ⑲ のときは ⑳ ことがわかる。

[①～⑯、⑱、⑲の選択肢]
    

     

   

   

［⑰の選択肢］

 賦課方式  退職時年金現価積立方式  単位積立方式

 加入年齢方式  開放基金方式  加入時積立方式

 完全積立方式

[⑳の選択肢]
 単調増加である

 単調減少である

 単調増加、単調減少のいずれでもない
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財政方式として加入年齢方式を採用している年金制度の財政再計算および財政決算を考え

る。この年金制度の制度内容、計算の前提および諸数値ならびに財政再計算後の諸数値を次のと

おりとするとき、次の（１）～（３）について、各問の指示に従い解答用紙の所定の欄にマーク

しなさい。（１６点）

 

  ＜制度内容＞ 

  ・「加入時から脱退時までの毎期初の給与の （以下、給与の を付与することを「持分付

与」という）に、利息付与額を加算した額の合計額」を一時金原資とするキャッシュバランス

制度 

・定年退職および中途退職にかかわらず、加入期間 年未満の脱退については一時金原資を脱退

時に、加入期間 年以上の脱退については年金を支給開始年齢（ 歳）到達時から年１回期初

払いで生死にかかわらず 年間支給する（申し出れば脱退時に一時金原資を受け取ることも可

能） 

・年金額は、一時金原資を給付利率 の年 1 回期初払い 年確定年金現価率で除して得た額と

する 

・加入時から脱退時までの期間における利息付与額の計算に用いる利息付与率は、「国債の利回り

に応じた率」と定義しているため、毎期変動する 

・脱退時以後支給開始年齢到達時までの期間における利息付与額の計算に用いる利息付与率およ

び給付利率は、 で一定である 

 

＜計算の前提および諸数値＞ 

・加入年齢は 歳、定年年齢は 歳 

・予定利率は  

・利息付与率は毎期変動するため、給付現価の計算上の見込みはすべて としている 

・加入期間 年以上の被保険者が脱退したときの給付について、給付現価の計算上の見込みは当

該者の が年金給付、 が一時金給付を選択するものとしている 

・新規加入、保険料の払い込みおよび持分付与は年１回期初に発生し、その順は「新規加入 保

険料の払い込みおよび持分付与」とする 

・昇給、利息付与、脱退（加入中の死亡は発生しない）・一時金給付は年１回期末に発生し、その

順は「昇給 利息付与 脱退・一時金給付」とする 

・年金として毎期給付される額の合計は 、一時金として毎期給付される額の合計は （一時

金給付直前の利息付与率の見込みは ）とする 

・ 、  

・利率 の 年確定年金現価率（年１回期初払い）：

利率 の 年確定年金現価率（年１回期初払い）：
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＜財政再計算後の諸数値（期初時点）＞ 

受給権者の給付現価  

 在職中の被保険者の将来の加入期間に対応する給付現価  

 在職中の被保険者の過去の加入期間に対応する給付現価  

 将来加入が見込まれる被保険者の給付現価  

 在職中の被保険者の給与現価  

 将来加入が見込まれる被保険者の給与現価  

積立金  

 期末時点の被保険者の給与総額（脱退後）  

 新規加入の被保険者の給与総額（加入時） 

 

（１）財政再計算後の標準保険料率は ① 、責任準備金は ② である。財政再計算後の未積立債

務を 年間で定額償却する場合の特別保険料（年払いの額）は ③ 、 年間で元利均等償却する

場合の特別保険料率（年払いの率）は ④ である。①～④に最も近いものをそれぞれの選択肢

の中から１つ選びなさい。なお、解答にあたっては次の＜特別保険料・特別保険料率の計算の前

提＞を使用しなさい。記載がないものは＜計算の前提および諸数値＞に従うものとする。 

 

＜特別保険料・特別保険料率の計算の前提＞ 

・財政再計算後の未積立債務が過不足なく償却されるように設定する 

・元利均等償却する場合の特別保険料率は、被保険者の給与に対する一定割合として設定する 

・償却期間中の被保険者の給与総額は、期末時点の被保険者の給与総額と新規加入の被保険者の給

与総額の合計が変動しないものとして設定する 

 

［①、④の選択肢］ 

          

          

          

 

［②の選択肢］ 
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［③の選択肢］ 

          

          

          

 

 

（２）財政再計算の翌期に次の ～ の事象がそれぞれ独立で発生した（例えば、 の事象が

発生した場合には、 以外の事象については計算基礎率どおり推移したとする）場合に、翌期

末時点で剰余が発生した事象は ① 、不足が発生した事象は ② 、剰余・不足の発生要因と

ならない事象は ③ である。①～③に当てはまるものを全て選びなさい。なお、当てはまるも

のがない場合は をマークしなさい。 

 

特別保険料について、（１）の④の元利均等償却による方法を採用した場合に、財政再計算の翌

期末において被保険者の脱退が予定よりも少なく、被保険者の給与総額の合計が増加した 

加入期間 年以上の被保険者が脱退したときの給付について、＜計算の前提および諸数値＞よ

りも一時金給付を選択する割合が多かった 

財政再計算の翌期の実際の運用利回りと利息付与率がともに であった 

予定加入年齢よりも年齢の高い被保険者が新規加入した 

財政再計算と同時に給付利率を毎期変動するように変更（給付現価の計算上の見込みは ）

した場合に、翌期の実際の給付利率が であった 
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（３）特別保険料について、（１）の③の定額償却による方法を採用した場合に、財政再計算の翌期に

次の事象が発生した。 

 

＜発生した事象＞ 

・実際の運用利回りが となった 

・翌期末の被保険者（翌期初に新たに加入した被保険者を含む）において、予定よりも 多く

昇給した 

・加入期間 年の被保険者の脱退が予定よりも多く発生した（当該予定よりも多く発生した被保

険者に支給する一時金の額の合計は ） 

・実際の利息付与率が となった 

 

運用利回り、昇給、脱退および利息付与率以外は計算基礎率どおりに推移したとき、翌期末にお

いて発生した損益の種類ごとの当該損益の額および剰余・不足の状況は次の表のとおりであっ

た。 

 

 ＜表＞ 

発生した損益の種類 発生した損益の額 剰余・不足の状況 

利差（積立金の実際の運用利回りが予定利率

と異なる場合に発生する損益） 
① ② 

昇給差（実際の昇給状況が予定と異なる場合

に発生する損益） 
③ ④ 

脱退差（実際の脱退状況が予定と異なる場合

に発生する損益） 
⑤ ⑥ 

利息付与差（利息付与額を計算する実際の利

息付与率が見込みの利息付与率と異なる場合

に発生する損益） 

⑦ ⑧ 

 

（１）の③の解答の特別保険料を使用したときに、翌期末の積立金は  、責任準備

金は  、特別保険料収入現価は  となった。表中①、③、⑤、⑦に

最も近いもの、表中②、④、⑥、⑧に当てはまる最も適切なものをそれぞれの選択肢の中から１

つ選び、空欄 から までのそれぞれに当てはまる数字を解答欄にマークしなさい。なお、それ

ぞれの金額において小数点以下第 1位を四捨五入して求めることとし、 以上 未満と

なった場合は 、 、 に をマーク、 以上 未満となった場合は と 、 と 、 と

に をマーク、 以上 未満となった場合は から まで、 から まで、 から までに

をマーク、 未満となった場合は から まで、 から まで、 から までに をマークしな

さい。 
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［①、③、⑤、⑦の選択肢］ 

          

          

          

          

 

［②、④、⑥、⑧の選択肢］ 

 剰余  不足  影響なし 

以上
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年金数理（解答例） 

 

 

（１） 

：残存者数、 ：生存脱退数とすると、 

となる。 

であるから、求める最終年齢を とすると、

であるから、

 

 

したがって、求める最終年齢は、  

よって、解答は  

 

（２） ：年金制度 A の 歳の被保険者数、 ：年金制度 B の 歳の被保険者数とすると、 

年金制度 A の被保険者数は

と表せる。同様にして、年金制度 B の被保険者数は

と表せる。年金制度 A の被保険者数が年金制度 B の被保険者数の 2 倍であるため、

よって、解答は  
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（３） 

全て正しい（教科書 73 ページ）

よって、解答は  

 

（４）定常状態における積立金を 、保険料を 、給付を 、 とすると、極限方程式より、

… ①

運用利回りが となってから 年後の積立金を 、 、 、 とすると、

両辺に をかけると、

について辺々加えると、

これに①を代入すると、

両辺に を乗じると、

したがって、 となる場合に が満たす条件は、

 

よって、解答は  
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（５） 

であることから、

条件より  であるから、

 より、  

よって、解答は  

 

（６） 

第 年度期初の未積立債務を 、予定利率引下げ前の年金現価率を とすると、特別保険料 は、 

 

 

 

となる。予定利率引下げ後の年金現価率を とすると、特別保険料 は、 

 

 

 

となる。したがって、 は、 

 

 

 

 

 

よって解答は、 、  

（７） 

まず、制度変更前の被保険者 1 人あたりの保険料を算定する。 

を 歳の被保険者数とすると各年齢において 人ずつ脱退していくため、各年齢の被保険者数

は、 

、…、  

となる。 
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一時金額は被保険者 人あたり「 期初の年齢 」で計算されるため、 歳以上 歳未満

の中途脱退者に対して が期央に、 歳の定年退職

者に対して が期末に支払われる。 

一方、保険料を負担する人数は 人であることから制度変更前の被保険

者 1人あたりの保険料は、 

 

となる。 

次に制度変更後の被保険者 1人あたりの保険料を算定する。 

を 歳の受給者数とすると、各年齢において 人ずつ死亡し 歳が最終年齢となるため、各年齢の

受給者数は、 

、 、…、  

 

となる。 

このことから、制度変更後は毎年 が期末に年金として支払われ

ることになる。 

題意より、制度変更後の被保険者 1 人あたりの保険料が制度変更前の被保険者 1人あたりの保険料

が等しくなることから以下の方程式が成り立つ。 

 

これを解くと、 となる。 

よって、解答は  

（８） 

記号の定義を次のとおりとする。

：予定利率

： 歳の被保険者数

： 歳の脱退者数

： 歳の給与指数

：給与 あたりの標準保険料率

： 歳加入、給与 に対する第 年度末の責任準備金 

 

制度発足から第２年度末まで計算基礎率通り推移することから、ファクラーの公式を用いて および

を算定すると、 

 

 



2018 年度

年金数理･･････25
 

となる。 

 

また、第２年度末における給与総額はそれぞれ次のとおりとなる。 

第１年度期初に加入した被保険者の第２年度末の給与総額は、 

 

第２年度期初に加入した被保険者の第２年度末の給与総額は、 

 

 

以上から第２年度末における責任準備金の合計は、 

  

よって、解答は

 

（１） 

 ① 

年金制度 の 歳における年金現価は、 

 

  

 

となる。よって解答は、 、 、  

 

 ② 

年金額 を支給する連続払の 年確定年金の 歳における年金現価が、年金制度 の 歳における年金現

価と一致することから、 

 

 α
α α

 

 

となる。従って、年金額 は、 
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となる。よって解答は、 、 、 、  

（２） 

 ①

定常状態においては毎年度の給付、保険料および積立金は一定となるから、

が成り立つ。また、給付 は保険料 の 2 倍であるため、

が成り立つ。

上記 2 式を整理すると、

、

よって、解答は 、 、

 ②

とすると、保険料の収入現価 および給付現価 は および を用いて、

、

と表せる。

年度末時点で、積立金と保険料の収入現価の合計が給付現価の 1.2 倍であるため、

年度末時点の積立金を とすると、

ここで、  および、①の 、 を用いると、

よって、解答は 、

 ③

＋ 年度末時点の積立金を 、 ＋ 年度の給付を とすると、

＋ 年度以降、年金財政が計算基礎率どおり推移することから、
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 ・・・( i ) 

が成り立つ。給付の見直しの条件より、

ここで、  を用いると

・・・( ii ) 
( i )および( ii )から を消し、 と の関係式を表すと、

となり、

よって、解答は 、 、 、 、 、

 

（３） 

 ① 

求める標準保険料率は、 

 

 

 

 

 

 

 

となる。よって解答は、  

 

 ② 

標準保険料率は、 
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標準保険料率が①の選択肢の数値（ ）の 倍と等しくなることから、 

 

 

 

となる。よって解答は、   

 

（４） 

① 開放基金方式における標準保険料率は、 

  

よって、解答は  

 

② 在職中の被保険者の給付現価を とすると、選択肢Ⅰを実施した場合における責任準備金は、 

よって、解答は

③ 開放基金方式における責任準備金は、

よって、開放基金方式における剰余金は、 となる。

選択肢Ⅰを実施した場合の特別保険料率は、保険料率合計が選択肢Ⅰ実施前の標準保険料率の 倍

であることから、

被保険者の給与総額を 、特別保険料の償却年数に対応する年 回期末払い 年確定年金現価率を

とすると、

が成り立つから、  となる。

選択肢Ⅱにおける標準保険料率を とすると、選択肢Ⅰにおける標準保険料率が であるから、 

特別保険料率を とすると、

選択肢Ⅱを実施した場合の保険料率合計は、選択肢Ⅱ実施前の標準保険料率の 倍だから、
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よって、解答は

 

であり、

ここで、数列 が のときに収束することを示すため、

であることを証明する。

いま、 、 とおくと、

なので、

 一方、 なので、 であり、数列 が のときに収束することが

示された。この極限値を とするとき、（A）において両辺 とすれば、

となる。これを について解くと、 なので、
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となり、 は加入年齢方式の標準保険料率と一致するため、 は加入年齢方式における定常状態

の積立金と一致する。

次に について

したがって

したがって（B）より、数列 は、 のときは単調増加であることがわかる。

よって解答は、

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳

（１） 

 ①標準保険料率  

 ②責任準備金  

 ③未積立債務  

 特別保険料  

 ④特別保険料率  

 

よって、解答は ① 、② 、③ 、④  

 

（２） 

①  ② 、  ③ 、
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（３） 

①利差 

   ②剰余 

③昇給差 

実際の昇給状況が予定と相異しても、持分付与と標準保険料は同額、すなわち給与の が責任準

備金および積立金にそれぞれ加算されるため、昇給差は発生しない  … ④影響なし 

⑤脱退差 

脱退者に対する給付額は一時金原資そのものであり、この額が責任準備金および積立金の両方から

控除されるため、脱退差は発生しない  … ⑥影響なし 

⑦利息付与差 

   ⑧不足 

 

翌期末の積立金 

  

  

 

翌期末の責任準備金 

 

  

 

翌期末の特別保険料収入現価 

  

 

よって、解答は ① 、② 、③ 、④ 、⑤ 、⑥ 、⑦ 、⑧ 、 、

、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、  

 

以上
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問題番号 正答 配点

問題１．

（４０点）

（１） ５点

（２） ５点

（３） ５点

（４） ５点

（５） ５点

（６） 完答で５点

（７） ５点

（８） ５点

問題２．

（２８点）

（１） ① 完答で２点

② 0919 完答で５点

（２） ① 完答で１点

② 完答で１点

③ 完答で５点

（３） ① ２点

② ５点

（４） ① 完答で１点

② 完答で１点

③ 完答で５点

問題３．

（１６点）

① 完答で３点

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩ １点

⑪ １点

⑫ １点

⑬ 完答で４点

⑭

⑮

⑯

⑰ １点

⑱ 完答で２点
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⑲

⑳ ３点

問題４．

（１６点）

（１） ① １点

② １点

③ １点

④ １点

（２） ① １点

② 完答で１点

③ 完答で１点

（３） ① 完答で１点

②

③ 完答で１点

④

⑤ 完答で１点

⑥

⑦ 完答で１点

⑧

13389 完答で２点

18590 完答で２点

05251 完答で１点

 

 


